
「第2次箱根町HOT21観光プラン実施計画（案）」に対する意見募集（パブリック・コメント）実施結果

No 項目 意見の概要（原則、原文のまま記載） 意見に対する町の考え方

1

Ⅲ各戦略に係る具体施
策

「Ｄ：受け入れ視点
国内外から高く評価さ
れる高品質なソフトイ
ンフラの整備」

◆誰もが不便なく、快
適に観光できる環境の
整備

P-32　【施策１（D）
－2－1】渋滞に関する
分析と対策

①恒常的な渋滞箇所・時間の調査・分析についての意見
　
　渋滞箇所は、湯本駅前のセブンイレブン前横断歩道、同ちもと前横断歩道の2ヶ所と、
国道1号線の工事による片側通行時の渋滞にほぼ限定されることは明らかです。
首都圏からの観光客にとってこの渋滞問題は、観光地選択の大きな阻害要因にもなって
るので、課題としては大きいと日頃から感じています。しかしながら、対策がいっこう
に取られないことにいら立ちを感じているところに、今回の報告者では「これから調
査・分析」となっており、同報告ののんびりさ加減が信じられません。実行できること
はたくさんあると思うので、できることからどんどん実行する方式で取り組んでいただ
きたいと思います。
　湯本駅前の２つの横断歩道の渋滞は、特に土日・祝日に著しく、下りは風祭近辺か
ら、上りは大平台から渋滞状態になっています。原因は、同横断歩道を人が切れ目なく
だらだら横断し、都度車が一時停止をする状況にあるからです。横断歩道に人が待って
いたら、車は一時停止し、人の通行を優先することになっているからです。この部分を
改善しなければ、同ポイントでの渋滞は解消できません。
　一部改善できる方法として、横断歩道に「歩行者用信号」を設置し、確実に車が通行
できる時間を確保することを提案します。現在では、土日の１０分間で、２つの横断歩
道を車が横切れる時間は概ね3分程度だと思います。つまり７分程度は、歩行者が通行し
ている状態になっています。歩行者用信号を設置することで、車の通行時間を7分確保で
きれば、渋滞距離は大幅に縮小できると考えています。国道1号線ですから、国も管轄に
なると思いますが、費用は数十万円で対策可能と思います。
　もう１つは、道路工事及び箱根登山鉄道の工事に伴う片側通行による渋滞対策です。
道路工事であれば、費用が増大しても夜間や早朝工事を徹底することを依頼します。ま
た、宮城野～久野につながる林道の解放等も渋滞解消に有効です。
　机上で検討を繰り返し、調査や分析をしても、時間と費用の無駄と思いますので、具
体的な施策をどんどん実施して効果を測定する方式を取っていただくことを希望しま
す。

　貴重なご意見ありがとうございます。

　観光地箱根にとりまして、渋滞については長年にわたっての大きな課題と十分認識し
ております。
　以前には、町でも湯本駅付近に交通整理員を配置するなどの渋滞緩和対策を講じた時
代もありましたが、十分な効果までは認めらませんでした。以降も交通事業者による箱
根湯本駅の再整備に合わせて、神奈川県がバリアフリー設備を伴うペデストリアンデッ
キを整備するなど、様々な角度・視点から渋滞緩和に向け取り組んできた経過はあるも
のの、残念ながら効果的な対策の実施までには至っていないことは事実であります。
　平成２９年３月の観光基本計画策定以降、翌３０年４月には箱根ＤＭＯが設立され、
様々なリサーチ、アンケート調査やマーケティング分析が行われるようになりその結
果、箱根観光における不満な点として渋滞が一番大きな割合を占めていることがあらた
めて浮き彫りとなりました。
　令和元年度においてはこの箱根ＤＭＯが、今般の実施計画策定に先行する形で著しく
進化を遂げているＩＣＴ技術などによるビッグデータを活用しながら、現状の交通分析
に取り組んでいるところです。これまで何となくの肌感覚のみで考えていた渋滞につい
て、これらの調査や分析に基づき渋滞の定量性を把握することができるようになること
で、どの時期に、どの区間で渋滞が発生しやすいのかなどの情報が可視化されるように
なりますので、湯本付近のほか、町内全域における渋滞状況などが明らかになってきま
す。
　このことを踏まえたうえで、実施計画の計画期間（2019～2023年度の5年間）の間に、
先述のような科学的データに基づく渋滞緩和につながる具体施策の検討を観光事業者、
関係機関・団体等とともに行ってまいります。できることをしっかり実施していくこと
で渋滞の緩和、ひいては箱根における回遊性の向上につなげ、観光客の満足度、観光消
費額の増加を目指していきたいと考えています。
　なお、具体的にご提案のありました信号機の設置なども具体施策の検討において選択
肢の一つであると考えておりますので、参考にさせていただきます。

◆意見の募集期間　令和2年2月14日（金）～　令和2年3月6日（金）

◆提出意見数　　1件（提出者数1名）

その他（補足説明等）

○意見募集（パブリック・コメント）と並行して、主に次のような対応をしています。
・字句修正（誤字脱字を含む）
・用語注釈の付記〔例：ＩＣＴ（Information and Communication Technology）は情報・通信に関する技術の総称〕
・自然災害に関連する部分の記述は地震、噴火、台風のほか、その他の危機についても記載

※　最終的に公表する内容は、これらのことを反映したものとなります。

全般的な修正（誤字脱字を含
む）・精査等について


